
○令和元年募集（令和元年10月募集開始） 

マウンテンバイクフィールド助成金交付要綱 

（制定 令和元年10月31日 要綱第2号） 

 

（趣旨） 

第1条 我が国は国土の2/3が山林というマウンテンバイクに適した環境であり

ながら、自由に楽しむことのできるフィールド（パンプトラックを含む）が少

なく、その普及率は欧米諸国と比べて高いとはいえない水準にある。 

そこで、一般社団法人自転車協会（以下「自協会」という）は多くの人々が

身近にマウンテンバイクの楽しさを実感できるフィールドを増やすことで、ユ

ーザーの増加及び自転車文化の振興を図るべく、「マウンテンバイクフィール

ド助成金（以下「助成金」という）制度」を設けることとし、この実施に関

し、本要綱を定めるものとする。 

 

（助成対象事業） 

第2条 助成金交付の対象となる事業は、マウンテンバイク(その他オフロード

バイクを含む)で走ることができるフィールドにおけるコース（パンプトラッ

クを含む）の新設・増設、保全、管理、運営であり、次に掲げるすべての要件

に該当するものとする。 

（1）次の何れかの内容で国または自治体が関与する事業であり、それを証明

できること。 

   ①土地、施設が国または自治体に属するもの。 

   ②地権者の合意形成に係る意見調整や管理、運営に自治体が関与して

いるもの。 

（2）誰もが利用できる公開されたフィールドであること。 

（3）イベント等の為の一時的なものではなく年間を通して常設されるもので

あること。 

（4）当会の活動を理解した上で、以下の対応をとることができること。 

①本助成金を活用していることを明示すべく、当会より配布する以下 

のツールを利用者が確認できる目立つ位置に設置・貼付等すること。 

 ・横断幕 

 ・卓上プレート 

 ・Webバナーデータ 

 ・印刷物用刷り込みデザインデータ 

②自協会が行う広報活動に対し協力すること。 

 （例：広報物の配布、当該フィールドのWebサイトへの自協会のリン



クバナーの掲出等） 

  （5）利用者の安全を守るために少なくとも以下の対策を図っていること。 

・全利用者の氏名、住所、年齢、連絡先、緊急連絡先を把握している

こと。 

・利用者の入退場管理を行っていること。 

・利用者へフィールド走行時の緊急連絡先の案内を徹底していること。 

（6）利用者増加のため、広告・宣伝・広報等、誘客活動に取り組むこと。 

（7）事業の継続性が認められること。 

2 前項の規定にかかわらず、助成を受けようとする事業が、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、助成金を交付しない。 

（1）政治的、宗教的な活動を主たる目的とするもの。 

（2）暴力団等反社会的勢力の利益となる恐れのあるもの。 

（3）助成金の交付が法令などに違反する恐れのあるもの。 

（4）事業遂行が特定の自転車関連企業だけを利することになるもの。 

 （5）前各号に掲げるもののほか、自協会が不適当と認めるもの。 

 

（助成金交付対象者） 

第3条 助成金交付の対象となる者は、前条に掲げる助成対象事業を行う団体等

であって、助成対象事業を確実に遂行できる見込みがあるものとする。 

 

（助成期間） 

第4条 助成期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までとする。 

 

（交付対象経費） 

第5条 フィールドにおけるコース（パンプトラックを含む）の新設・増設、保全、

管理、運営に直接係わる費用（人件費、備品費、消耗品費、レンタル費、造成費、

修繕費）とする。 

 

（助成額） 

第6条 助成金は自協会の予算の範囲内において交付するものとし、助成期間中

にコースの新設・増設を伴うフィールド運営に対しては当該総事業費用の1/2

または100万円の何れか低い額を上限とし、既存コースのみでの運営に対して

は当該総事業費用の1/2または50万円の何れか低い額を上限とする。助成金の

額に千円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てるものとする。 

2 過去に本助成金制度の対象となったフィールドは新設・増設、既存コースの

みの種別に係わらず当該総事業費用の1/2または50万円の何れか低い額を上限



とする。助成金の額に千円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てるものと

する。 

 

（助成の申請） 

第7条 助成金の交付を受けようとする団体等の代表者（以下「申請人」とい

う）は、マウンテンバイクフィールド助成金交付申請書（様式第１号）に次に

挙げる書類を添付して自協会に提出しなければならない。 

(1)定款、会則又は規約等 

(2)マウンテンバイクフィールド助成金事業計画書（別紙1） 

(3)誓約書（別紙2） 

(4)国または自治体の関与を証明できる資料 

(5)前号に掲げるもののほか、自協会が必要と認める資料 

 

（審査） 

第8条 助成金の交付の公益性、中立性、透明性を期するため、自協会内のマウ

ンテンバイク市場活性化専門委員会で審査を行い、常任理事会の承認を得る。 

 

（交付の決定） 

第9条 自協会は、マウンテンバイク市場活性化専門委員会及び常任理事会の答

申を受け、当該申請が助成金を交付すべきものと認めたときは、その決定の内

容及び第9条第2項に規定する条件を助成金交付通知書（様式第2号）により、

また交付しないと認めたものについては、助成金不交付通知書（様式第3号）

により、申請人にその旨を通知する。 

2 自協会は、前項の規定により助成金の交付を決定した場合において、必要な

条件を付すことができる。 

 

（申請の取下げ） 

第10条 申請人は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当

該通知に係る助成金交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるとき

は、申請の取下げをすることができる。なお、申請を取下げる場合は、助成金

交付申請取下げ書（様式第4号）を自協会に提出しなければならない。 

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日

から起算して10日とする。 

3 第1項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の

交付決定はなかったものとみなす。 

 



（申請内容の変更） 

第11条 第9条第１項の規定により助成金の交付決定を受けた者（以下「助成事

業者」という）は、次の第1号、第3号、第4号に該当する事由が生じるときは

助成金交付変更承認申請書（様式第5号）を、第2号に該当する事由が生じると

きは、助成金交付中止・廃止申請書（様式第6号）をそれぞれ遅滞無く自協会

に提出し、承認を得なければならない。 

（1）助成事業の内容を変更（軽微な変更を除く）しようとするとき 

（2）助成事業の全部又は一部を中止又は廃止しようとするとき。 

（3）助成事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となる 

 場合。 

 （4）その他自協会の助成金の交付決定の判断要素となるべき事項に関する

変更を行う場合。 

2 前項に規定する申請書には、マウンテンバイクフィールド助成金事業計画書

（別紙1）を添えなければならない。 

3 第1項第1号の軽微な変更とは、次の各号をいう。 

 （1）助成金交付決定額の増額を伴わない予定事業の支出予定金額の変更。 

（2）その他当会が軽微な変更と認めるもの。 

 

（助成事業の変更承認等） 

第12条 自協会は、前条第1項の申請があったときは、当該申請書の審査及び

必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る助成金の交付が法令など

に違反しないかどうか、助成事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額

の算定に誤りがないかどうか等を調査し、助成事業の変更が適当であると認め

る場合は助成金交付変更承認決定通知書（様式第7号）により、助成事業の中

止又は廃止が適当であると認める場合は助成金交付中止・廃止承認決定通知書

（様式第8号）により当該助成事業者に通知するものとする。 

2 自協会は、前項の調査の結果、助成事業の変更が不適当であると認めたとき

は、その旨を、助成金交付変更不承認決定通知書（様式第9号）により、当該

助成事業者に通知するものとする。 

 

（実績報告） 

第13条 助成事業者は、評価期間とする令和2年4月1日から令和2年12月31日まで

の事業実績をマウンテンバイクフィールド助成金事業実績報告書（様式第10号）

にまとめ、監査を経た同期間におけるマウンテンバイクフィールド助成金決算 

報告書（別紙3）及び交付対象経費に係る領収書等証拠書類を助成金交付願 

（様式第11号）と共に令和3年1月31日までに自協会に提出しなければならない。 



なお、助成金交付願（様式第 11 号）の申請額は第 9 条第 1 項の「助成金交付通

知書」（様式第２号）で通知された助成金交付決定上限額を上限とすること。 

2 自協会は、前項の評価期間における営業期間が短いなど、事業実績を充分に

確認できないと認める時は、別途評価期間を設けることができる。 

3 自協会は、必要と認めるときは、助成金の使用状況等について調査を行うこ

とができる。 

 

（交付額の確定） 

第14条 自協会は、前条第１項の報告について、その内容を精査し、助成金の

交付額を確定し、助成金交付額確定通知書（様式第12号）により、助成事業者

に通知するものとする。なお、交付額については、助成金交付願（様式第11

号）の申請額を下回る場合がある。 

 

（帳簿等の整備） 

第15条 助成事業者は、当該助成事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに

証拠書類を整備し、第14条の規定による通知を受けた日から5年間保存しなけ

ればならない。 

 

（交付の請求） 

第16条 助成事業者は、第14条の規定による通知を受けた場合、速やかに助成

金交付請求書（様式第13号）を自協会に提出するものとする。 

 

（助成金の交付） 

第17条 助成金の交付は、前条の規定による請求に基づき、助成事業者名義の

口座に直接振り込むことにより、これを行うものとする。 

 

（助成金交付決定の取消） 

第18条 自協会は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成

金交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。 

（1）助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、その他この要綱又はこ

れに基づく自協会の決定に反したとき。 

（2）助成金を当該助成事業以外の用途に使用したとき。 

（3）虚偽、その他不正な方法により助成金の交付を受けたとき又は不適切な

会計処理を行ったとき。 

(4) 相当の期間にわたり助成事業が停止しているとき。 

(5) 自協会が不適当と認める事由が生じた場合 



（6）政治的行為又は法令若しくは公序良俗に反する行為を行ったとき。 

（7）過去に助成金制度の対象となった場合で、その際の事業報告内容が著し

く計画と異なるとき。 

2 前項は、助成金の交付があった後においても適用するものとする。 

 

（助成金の返還） 

第19条 助成事業者は、前条により助成金の交付決定を取り消された場合にお

いて、取り消しに係る部分に関し、すでに助成金が交付されているときは、自

協会の命ずるところにより助成金を返還しなければならない。 

2 自協会は、前項の助成金の返還を命じたときは、その命令に係る助成金の受

領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額につき年14.6パーセン

トの割合で計算した加算金を納付させるものとする。 

 

（財産の処分の制限） 

第20条 助成事業者は、助成金の交付の対象となった機械及び器具でその価格

が10万円以上のものについて、取得又は効用の増加した日から1年以内に処分

しようとするときは、あらかじめ、助成事業財産処分申請書（様式第14号）及

び助成事業財産処分概要（別紙4）を提出し、自協会の承認を受けなければな

らない。 

 

（助成対象財産の処分） 

第21条 自協会は、前条の申請があったときは必要な調査を行い、申請内容が

適当であると認める場合は助成事業財産処分承認決定通知書（様式第15号）に

より当該助成事業者に通知するものとする。 

2 自協会は、前項の調査の結果、申請内容が不適当であると認めたときは、そ

の旨を助成事業財産処分不承認決定通知書（様式第16号）により、当該助成事

業者に通知するものとする。 

3 助成事業者は、第21条第1項の承認を受け、財産処分を完了したときは、そ

の日から 30 日を経過した日までに、助成事業財産処分完了報告書(様式第17

号)と証拠書類を自協会に提出しなければならない。 

 

（事故、紛争等の対応） 

第22条 助成対象事業に係る事故、紛争などが生じたときは、助成事業者にお

いて、解決に必要な措置をできる限り速やかに講じ、自協会は一切関与しな

い。 

 



（補足） 

第23条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、 

自協会が別に定める。 


